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平素より一方ならぬお世話になりまして、誠にありがとうございます。第４７回衆議院選挙

戦も、いよいよ最終盤戦に突入します。 

このたびの選挙戦は、予測外の急な解散でもあり、その大義について、問われておりまし

たが、はっきりしていることは、安倍総理のもとでの経済政策「アベノミクス」の是非を最大の

争点に掲げ、景気回復の実感が行き届かない地方、中小企業等への対応が、注目され

ているということです。 

解散直前には、地方創生の理念等を定めた「まち・ひと・しごと創生法案」と、活性化に

取り組む地方自治体を国が一体的に支援する「地域再生法の一部を改正する法律案」

の地方創生関連２法案が、可決・成立し、首相官邸に、人口急減・超高齢化という我が

国が直面する大きな課題に対し政府一体となって取り組み、各地域がそれぞれの特徴を

活かした自律的で持続的な社会を創生できるよう、「まち・ひと・しごと創生本部」が設置さ

れました。まさに、広域連携は進めながらも、国の動きを手を拱いて待つのではなく、知恵を

出し、汗をかく地域が、地方から経済再生を果たすことができるローカルアベノミクスの成否

は、我々地方の手に委ねられています。 

 社会保障はじめ、様々な分野の問題を解決していくため、まずは、自公安定政権のもと

で、地方からの景気回復に全力を尽くしてまいります。 

さて、本日は、開会中の１１月定例県議会において、通算５６回目になる一般質問の

日程が決まりましたので、ご案内をさせて頂きます。 

今議会での登壇は、一般質問最終日５日目の１２月１２日（金）のトップバッターになります。

午前１０時に、議場に起こし頂ければ、傍聴いただけると存じます。今回は、戦没者の慰霊

について、ＬＲＴ化構想等について、小規模企業支援について、自転車施策について等々、

提案が、多岐に渡ります。ただ、一問一答方式が導入され、議論が、分かりやすくなってお

ります（質問量が多く、早口は変わりませんが・・・・）。 

 ＣＡＴＶ、インターネット同時中継も、ございます。もしも、お時間のご都合がつきましたら、

是非、御覧頂ければ幸いでございます。 

最後になりましたが、皆様のご健勝を心からお祈り申し上げます。 
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